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(57)【要約】
【課題】アディティブ法を用いて微細な回路を形成する
際に、容易な方法で、所定の回路パターンの輪郭を高精
度に維持した回路形成が可能な配線基材の製造方法を提
供することを目的とする。
【解決手段】絶縁基材１表面に膨潤性樹脂皮膜２を形成
する皮膜形成工程と、膨潤性樹脂皮膜２の外表面を基準
として皮膜２の厚み分または該厚み分を超える深さを有
する回路溝３を形成する回路溝形成工程と、前記回路溝
３の表面及び膨潤性樹脂皮膜２の表面に触媒金属５を被
着させる触媒被着工程と、膨潤性樹脂皮膜２を所定の液
体で膨潤させることにより、絶縁基材１表面から膨潤性
樹脂皮膜２を剥離する皮膜剥離工程と、膨潤性樹脂皮膜
２を剥離した後に、触媒金属５が残留する部位のみに無
電解メッキ膜６を形成するメッキ処理工程と、を備える
製造方法を用いる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　絶縁基材表面に膨潤性樹脂皮膜を形成する皮膜形成工程と、
　前記膨潤性樹脂皮膜の外表面を基準として前記膨潤性樹脂皮膜の厚み分または該厚み分
を超える深さを有する回路溝を形成する回路溝形成工程と、
　前記回路溝の表面及び前記膨潤性樹脂皮膜の表面に触媒金属を被着させる触媒被着工程
と、
　前記膨潤性樹脂皮膜を所定の液体で膨潤させることにより、前記絶縁基材表面から前記
膨潤性樹脂皮膜を剥離する皮膜剥離工程と、
　前記膨潤性樹脂皮膜を剥離した後に、前記触媒金属が残留する部位のみに無電解メッキ
膜を形成するメッキ処理工程と、を備えることを特徴とする配線基材の製造方法。
【請求項２】
　前記触媒被着工程が酸性触媒金属コロイド溶液中で処理する工程を備え、前記皮膜剥離
工程がアルカリ性溶液中で前記膨潤性樹脂皮膜を膨潤させる工程を備え、
　前記膨潤性樹脂皮膜は、前記酸性触媒金属コロイド溶液に対しては膨潤せず、前記アル
カリ性溶液に対しては膨潤する樹脂皮膜である請求項１に記載の配線基材の製造方法。
【請求項３】
　前記膨潤性樹脂皮膜は、前記酸性触媒金属コロイド溶液に対する膨潤度は１０％以下で
あり、前記アルカリ性溶液に対する膨潤度が５０％以上である請求項１または２に記載の
配線基材の製造方法。
【請求項４】
　前記膨潤性樹脂皮膜が、エラストマーのサスペンジョン又はエマルジョンを塗布した後
、乾燥することにより形成される樹脂皮膜である請求項２または３に記載の配線基材の製
造方法。
【請求項５】
　前記エラストマーがカルボキシル基を有する、ジエン系エラストマー，アクリル系エラ
ストマー，及びポリエステル系エラストマーからなる群から選ばれる請求項４に記載の配
線基材の製造方法。
【請求項６】
　前記ジエン系エラストマーがスチレン－ブタジエン系共重合体である請求項５に記載の
配線基材の製造方法。
【請求項７】
　前記膨潤性樹脂皮膜が、酸当量１００～８００のカルボキシル基を有するアクリル系樹
脂からなる樹脂を主成分とする請求項２または３に記載の配線基材の製造方法。
【請求項８】
　前記膨潤性樹脂皮膜の厚みが１０μｍ以下である請求項１～７のいずれか１項に記載の
配線基材の製造方法。
【請求項９】
　前記回路溝形成工程により除去される部分の幅が２０μｍ以下の部分を有する請求項１
～８のいずれか１項に記載の配線基材の製造方法。
【請求項１０】
　前記回路溝形成工程が、レーザー加工により回路溝を形成する工程である請求項１～９
のいずれか１項に記載の配線基材の製造方法。
【請求項１１】
　前記回路溝形成工程が、型押法を用いて回路溝を形成する工程である請求項１～９のい
ずれか１項に記載の配線基材の製造方法。
【請求項１２】
　前記回路溝形成工程において、前記膨潤性樹脂皮膜の厚み分を超える深さの回路溝を形
成する請求項１～１１のいずれか１項に記載の配線基材の製造方法。
【請求項１３】
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　前記回路溝形成工程において、前記膨潤性樹脂皮膜を通過して前記絶縁基材に穴あけを
する請求項１～１２のいずれか１項に記載の配線基材の製造方法。
【請求項１４】
　前記絶縁基材が段差状に形成された段差面を有し、前記段差面に前記皮膜形成工程、前
記回路溝形成工程、前記触媒被着工程、前記皮膜剥離工程、及び前記メッキ処理工程と、
を施す請求項１～１３のいずれか１項に記載の配線基材の製造方法。
【請求項１５】
　前記膨潤性樹脂皮膜が蛍光性物質を含有するものであり、前記皮膜除去工程の後、前記
蛍光性物質からの発光を用いて皮膜除去不良を検査するための検査工程をさらに備える請
求項１～１４のいずれか１項に記載の配線基材の製造方法。
【請求項１６】
　請求項１～１５の何れか１項に記載の製造方法により得られた配線基材。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　配線基材の製造方法及び該製造方法により得られた配線基材に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、携帯電話をはじめとする携帯情報端末機器；コンピュータ及びその周辺機器；各
種情報家電製品、等の電気機器においては、高機能化が急速に進行している。それに伴い
、これら電気機器に搭載される回路基板には回路の高密度化がますます要求されている。
このような回路基板の高密度化を実現するために、より狭い線幅及び線間隔を有する回路
を正確に形成する方法が求められている。高密度化された配線においては、配線間におけ
る短絡やマイグレーションの発生が生じやすくなる。さらに、積層数が増えることにより
、回路形成平面に生じる凹凸が大きくなることにより微細回路の形成が困難になってきた
。
【０００３】
　従来から、プリント配線板の回路形成方法として、サブトラクティブ法やアディティブ
法が知られている。サブトラクティブ法は、絶縁基材表面に被着された金属箔の不要な部
分を除去（サブトラクティブ）し、回路を形成したい部分の金属箔のみを残すことにより
回路を形成する方法である。一方、アディティブ法は、絶縁基材上の回路形成部分のみに
無電解メッキを施すことにより、所定の回路を形成する方法である。
【０００４】
　サブトラクティブ法は、厚膜の銅箔をエッチングすることにより、回路形成部分のみの
金属箔を残し、その他の部分を除去するような方法であるために、除去される部分の銅を
浪費することになり、製造コストの点で不利である。一方、アディティブ法は、回路形成
部分のみに無電解メッキを用いて導電層を形成するために、資源の無駄がない点から好ま
しい方法である。
【０００５】
　従来の代表的なアディティブ法の一つであるフルアディティブ法について、図５（Ａ）
～図５（Ｅ）の模式断面図を参照しながら説明する。
【０００６】
　はじめに、図５（Ａ）に示すように、スルーホール１０１が設けられた絶縁基材１００
の表面に触媒金属１０２を被着させる。なお、絶縁基材１００の表面は、予め粗化されて
いる。次に、図５（Ｂ）に示すように、フォトレジスト層１０３を形成する。次に、図５
（Ｃ）に示すように、所定の回路パターンが形成されたフォトマスク１１０を介してフォ
トレジスト層１０３の表面を露光する。次に、図５（Ｄ）に示すように、回路パターンを
現像する。そして、図５（Ｅ）に示すように、現像により形成された回路パターンの表面
及びスルーホール１０１の内壁面に無電解銅メッキを施すことにより金属配線１０４を形
成する。このような工程により絶縁基材１００に回路が形成される。
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【０００７】
　上述した従来のアディティブ法においては、絶縁基材１００の表面全体に触媒金属１０
２が被着される。そのために、次のような問題が生じていた。すなわち、フォトレジスト
層１０３が高精度に現像された場合には、フォトレジストで保護されていない部分のみに
メッキを形成させることができる。しかし、フォトレジスト層１０３が高精度に現像され
なかった場合には、図６に示すように、本来メッキを形成したくない部分に不要なメッキ
部分１０５が残ることがある。これは、絶縁基材１００の表面全体に触媒金属１０２が被
着されているために起こる。不要なメッキ部分１０５は、隣接する回路間に短絡やマイグ
レーションを引き起こす。このような短絡やマイグレーションは、線幅及び線間隔が狭い
回路を形成する場合にはより生じやすくなる。
【０００８】
　このような問題を解決すべく、下記特許文献１には、絶縁基板に溶剤可溶性の第１の感
光性樹脂層とアルカリ可溶性の第２の感光性樹脂層を形成し、第１及び第２の感光性樹脂
層を所定の回路パターンを有するフォトマスクを介して露光した後、第１及び第２の感光
性樹脂層を現像し、現像により生じた凹部を含む表面全体に触媒を吸着させた後、アルカ
リ可溶性の第２の感光性樹脂をアルカリ溶液で溶解させることにより不要な触媒を除去し
、その後無電解メッキを施すことにより触媒が存在する部分のみに正確に回路を形成する
方法が記載されている。しかしながら、このような方法によれば、溶剤溶解性の異なる２
種の感光性樹脂層を形成し、また、現像時においても２種の溶剤で現像し、触媒を吸着さ
せた後にさらに、アルカリ溶液で第２の感光性樹脂を溶解させる必要があるなど、製造工
程が非常に煩雑であった。
【０００９】
　また、下記特許文献２には、絶縁基板上に樹脂あるいは金属の保護膜をコーティングす
る第１の工程と、上記保護膜をコーティングした絶縁基板上に機械加工あるいはレーザー
ビームの照射により配線パターンに対応した溝及びスルーホールを単独又は同時に描画形
成する第２の工程と、上記絶縁基板全面に活性化層を形成したのち上記保護膜を剥離して
上記絶縁基板上の活性化層を除去し溝およびスルーホールの内壁面のみに活性化層を残す
第３の工程と、上記絶縁基板にメッキ保護膜を用いないメッキを施し上記活性化された溝
およびスルーホールの内壁面のみに選択的に導電層を形成する第４の工程とを備えたこと
を特徴とする印刷配線板の製造方法が記載されている。
【００１０】
　そして、該特許文献２には、絶縁基板上に保護膜として熱硬化性樹脂をコーティングし
加熱硬化させ、スクライバー、ボール盤等を用いて所定の配線パターンに従って保護膜及
び絶縁基板を切削加工し、次に、保護膜及び絶縁基板の全面に無電解メッキに対する活性
化処理を行い、絶縁基板表面の熱硬化性樹脂を溶剤で除去することにより必要な部分のみ
の活性化層を残した後、無電解メッキを行うことにより必要部分のみに選択的に導電層を
形成することが記載されている（特許文献２第２頁左下欄第１６行～右下欄第１１行）。
【００１１】
　上記特許文献２に記載された保護膜として用いられる熱硬化性樹脂については、その種
類については特に記載されていない。一般的な熱硬化性樹脂は硬質であり、耐溶剤性にも
優れているために単なる溶剤では除去しにくいという問題があった。また、このような熱
硬化性樹脂は、樹脂基材との密着性が高すぎて、樹脂基材の表面に保護膜の断片等を残す
ことなく、保護膜のみを容易且つ正確に除去することは困難であった。また、充分に剥離
しようとして強い溶剤を用いたり、長時間浸漬したりした場合には、基材表面の触媒金属
等も除去されてしまい、そのメッキが除去された部分には導電層が形成ざれなくなって短
絡の原因になるというような問題があった。また、強い溶剤を用いたり、長時間浸漬した
りした場合には、熱硬化性樹脂からなる保護膜がバラバラになるように崩れ、保護膜中の
触媒金属が溶剤中に再分散されることがあった。そして、このような溶剤中に再分散され
た触媒金属は、樹脂基材表面に再付着してしまい、その部分に不要なメッキ膜の形成がな
されてしまうおそれがあった。そのために特許文献２に開示された方法のように、一般的
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な熱硬化性樹脂により絶縁基板表面を被覆し、後に、除去する方法によれば、保護膜を正
確に除去することが困難であった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１２】
【特許文献１】特開昭５７－１３４９９６号公報
【特許文献２】特開昭５８－１８６９９４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
　本発明は、アディティブ法を用いて微細な回路を形成する際に、容易な方法で、所定の
回路パターンの輪郭を高精度に維持した回路形成が可能な配線基材の製造方法を提供する
ことを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　本発明の配線基材の製造方法は、絶縁基材表面に膨潤性樹脂皮膜を形成する皮膜形成工
程と、前記膨潤性樹脂皮膜の外表面を基準として前記皮膜の厚み分または該厚み分を超え
る深さを有する回路溝を形成する回路溝形成工程と、前記回路溝の表面及び前記膨潤性樹
脂皮膜の表面に触媒金属を被着させる触媒被着工程と、前記膨潤性樹脂皮膜を所定の液体
で膨潤させることにより、前記絶縁基材表面から前記膨潤性樹脂皮膜を剥離する皮膜剥離
工程と、前記膨潤性樹脂皮膜を剥離した後に、触媒金属が残留する部位のみに無電解メッ
キ膜を形成するメッキ処理工程と、を備えることを特徴とする。このような製造方法によ
れば、絶縁基材上に膨潤性樹脂皮膜を形成した後、レーザー加工等を用いて所定のパター
ンの回路溝を形成し、膨潤性樹脂皮膜でメッキ膜を形成させない部分を保護した状態で、
回路溝部分に触媒金属を付与し、膨潤性樹脂皮膜を膨潤させて剥離することにより、不要
な触媒金属を容易に除去することができる。このような工程により、触媒金属が残留した
回路溝部分のみに無電解メッキを施すことができる。それにより形成される回路パターン
の輪郭を高精度に維持することができる。その結果、例えば、一定の間隔を空けて複数の
回路線を形成するような場合においても、回路線間に無電解メッキ膜の断片等が残留せず
、短絡やマイグレーションの発生を抑制することができる。
【００１５】
　本発明の製造方法においては、前記触媒被着工程が酸性触媒金属コロイド溶液中で処理
する工程を備え、前記皮膜剥離工程がアルカリ性溶液中で前記膨潤性樹脂皮膜を膨潤させ
る工程を備え、前記膨潤性樹脂皮膜が、前記酸性触媒金属コロイド溶液に対しては膨潤せ
ず、前記アルカリ性溶液に対しては膨潤する樹脂皮膜であることが好ましい。このような
製造方法によれば、膨潤性樹脂皮膜は酸性条件で処理される触媒被着工程では剥離せず、
触媒被着工程の後のアルカリ性溶液で処理される皮膜剥離工程において選択的に剥離され
る。従って、触媒被着工程においてはメッキを形成させない部分を正確に保護し、触媒の
被着後には膨潤性樹脂皮膜を剥離させることができるために、より正確な回路形成が可能
になる。この場合においては、前記膨潤性樹脂皮膜は、前記酸性触媒金属コロイド溶液に
対する膨潤度が１０％以下であり、前記アルカリ性溶液に対する膨潤度が５０％以上であ
ることが好ましい。
【００１６】
　上記のようなアルカリ性の液性条件で選択的に剥離される膨潤性樹脂皮膜としては、カ
ルボキシル基を有する、ジエン系エラストマー、アクリル系エラストマー、及びポリエス
テル系エラストマー、のようなエラストマーのサスペンジョン又はエマルジョンを塗布し
た後、乾燥することにより形成される樹脂皮膜が挙げられる。このようなエラストマーに
よれば、酸当量、架橋度またはゲル化度を調整することにより所望の膨潤度の膨潤性皮膜
を容易に形成することができる。これらの中でも、カルボキシル基を有する、スチレン－
ブタジエン系共重合体からなるジエン系エラストマーが特に好ましい。
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【００１７】
　また、前記膨潤性樹脂皮膜としては、酸当量１００～８００のカルボキシル基を有する
アクリル系樹脂からなる樹脂を主成分とする皮膜も好ましく用いられる。
【００１８】
　また、前記膨潤性樹脂皮膜の厚みは１０μｍ以下であることが、回路溝を形成する際に
微細な溝を高精度に形成することができる点から好ましい。
【００１９】
　また、前記回路溝形成工程により除去される部分の幅が２０μｍ以下の部分を有するこ
とが、微細な加工が要求されるアンテナ回路等の形成ができる点から好ましい。
【００２０】
　前記回路溝形成工程が、レーザー加工により回路溝を形成する加工である場合には、よ
り微細な回路を高精度に形成することができ、またレーザーのパワーを変化させることに
より、回路溝の深さを容易に調整することができる点から好ましい。
【００２１】
　また、前記回路溝形成工程が、型押法を用いて回路溝を形成する工程である場合には、
型のスタンピングにより容易に回路溝を形成することができる点から好ましい。
【００２２】
　また、前記回路溝形成工程において、前記膨潤性樹脂皮膜の厚み分を超える深さの回路
溝を形成する場合には、後述する図３に示すような絶縁基材の深い部分に回路形成をする
ことができる。これにより回路の損傷等を抑制することができる。
【００２３】
　また、前記回路溝形成工程において、前記膨潤性樹脂皮膜を通過して絶縁基材に絶縁層
間の導通をとるための穴あけをすることが、回路溝の形成の際にビアホールやインナービ
アホールに用いられうる孔を形成することができ、形成された孔に無電解メッキすること
により、ビアホールやインナービアホールが形成される点から好ましい。
【００２４】
　また、前記絶縁基材が段差状に形成された段差面を有し、前記段差面に前記皮膜形成工
程、前記回路溝形成工程、前記触媒被着工程、前記皮膜剥離工程、及び前記メッキ処理工
程と、を施すことも好ましい形態である。このような製造方法によれば、段差を乗り越え
るような回路が容易に形成できる。
【００２５】
　また、前記膨潤性樹脂皮膜が蛍光性物質を含有するものであり、前記皮膜除去工程の後
、前記蛍光性物質からの発光を用いて皮膜除去不良を検査するための検査工程をさらに備
えることが好ましい。上記のような製造方法においては、配線幅及び配線間隔が極端に小
さくなった場合には、隣接する配線間の本来除去すべきであった部分の皮膜が完全に除去
しきれず、わずかに残留することも懸念される。また、回路溝の形成の際に除去された樹
脂皮膜の断片が、形成された回路溝に入り込み残留することも懸念される。配線間に樹脂
皮膜が残留した場合には、その部分にメッキ膜が形成されてしまい、マイグレーションや
短絡の原因になりうる。また、形成された回路溝に樹脂皮膜の断片が残留した場合には、
電気回路の耐熱性不良や伝搬損失の原因にもなる。このような場合において、上記のよう
に膨潤性樹脂皮膜に蛍光性物質を含有させ、皮膜除去工程の後、皮膜除去面に所定の発光
源を照射して皮膜が残留している部分のみを蛍光性物質により発光させることにより、皮
膜除去不良の有無や皮膜除去不良の箇所を検査することができる。
【発明の効果】
【００２６】
　本発明の製造方法によれば、無電解メッキにより形成される回路パターンの輪郭を高精
度に維持することができる。これにより、回路パターン形成部分以外の部分に、不要な無
電解メッキ膜の断片等が残留することを抑制することができ、それにより短絡やマイグレ
ーション等の発生を抑制することができる。
【図面の簡単な説明】
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【００２７】
【図１】図１は本発明に係る製造方法の一実施形態を説明するための工程図である。
【図２】図２は、膨潤性樹脂皮膜に蛍光性物質を含有させて、蛍光性物質からの発光を用
いて皮膜除去不良を検査するための検査工程を説明するための説明図である。
【図３】図３は、回路溝形成工程において、前記膨潤性樹脂皮膜の厚み分を超えて、絶縁
基材を掘り込むような回路溝を形成したときに形成される無電解メッキ膜を示す模式断面
図である。
【図４】図４は、段差面を有する絶縁基材を用いた回路形成を説明するための工程図であ
る。
【図５】図５は、従来のアディティブ法により形成された回路の輪郭形状を説明するため
の説明図である。
【図６】図６は、従来のアディティブ法により形成された回路の輪郭形状を説明するため
の説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００２８】
　（第一実施形態）
本実施形態の配線基材の製造方法は、絶縁基材表面に膨潤性樹脂皮膜を形成する皮膜形成
工程と、前記膨潤性樹脂皮膜の外表面を基準として前記皮膜の厚み分または該厚み分を超
える深さを有する回路溝を形成する回路溝形成工程と、前記回路溝の表面及び前記膨潤性
樹脂皮膜の表面に触媒金属を被着させる触媒被着工程と、前記膨潤性樹脂皮膜を所定の液
体で膨潤させることにより、前記絶縁基材表面から前記膨潤性樹脂皮膜を剥離する皮膜剥
離工程と、前記膨潤性樹脂皮膜を剥離した後に、前記触媒金属が残留する部位のみに無電
解メッキ膜を形成するメッキ処理工程と、を備えることを特徴とする。
【００２９】
　以下、本発明の製造方法を、図面を参照しながら説明する。
【００３０】
　図１は本発明に係る製造方法の一実施形態を説明するための工程図である。図１中、１
は絶縁基材、２は膨潤性樹脂皮膜、３は回路溝（切削部）、４は貫通孔、５は触媒金属（
触媒金属）、６は無電解メッキ膜である。
【００３１】
　本実施形態の製造方法においては、図１（Ａ）に示すように、はじめに、絶縁基材１の
表面に膨潤性樹脂皮膜２を形成する。
【００３２】
　絶縁基材１としては、回路基板の製造に用いられうる各種有機基板が特に限定なく用い
られうる。有機基板の具体例としては、エポキシ樹脂、アクリル樹脂、ポリカーボネート
樹脂、ポリイミド樹脂、ポリフェニレンスルフィド樹脂等からなる基材が挙げられる。基
材形態としては、シート、フィルム、プリプレグ、三次元形状の成形体等、特に、限定さ
れない。絶縁基材１の厚みは特に限定されない。シート、フィルム、又はプリプレグの場
合には、例えば、１０～２００μｍ、さらには２０～１００μｍ程度であることが好まし
い。
【００３３】
　膨潤性樹脂皮膜２の形成方法としては、絶縁基材１の表面に、膨潤性樹脂皮膜２を形成
しうる液状材料を塗布した後、乾燥させる方法や、予め形成された膨潤性樹脂皮膜２から
なる樹脂フィルムを貼り合せる方法等が挙げられる。
【００３４】
　膨潤性樹脂皮膜２を形成するための材料としては、後述する所定の液体（膨潤液）で膨
潤させる工程により、膨潤液に対しては実質的に溶解せず、絶縁基材１表面から容易に剥
離するような樹脂皮膜であれば特に限定なく用いられうる。好ましくは、膨潤液に対する
膨潤度が５０％以上、さらには１００％以上で、１０００％以下であるような膨潤度の樹
脂皮膜が用いられる。なお、前記膨潤度が低すぎる場合には、後述する皮膜剥離工程にお
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いて膨潤性樹脂皮膜が剥離しにくくなる傾向があり、高すぎる場合には、皮膜強度が低下
することにより剥離する際に破れる等して剥離が困難になる傾向がある。
【００３５】
　なお、このような膨潤性樹脂皮膜としては、特に、膨潤度が膨潤液のｐＨに依存して変
化するような皮膜であることが好ましい。このような、皮膜を用いた場合には、後述する
触媒被着工程における液性条件と、後述する皮膜剥離工程における液性条件とを異なるも
のにすることにより、触媒被着工程におけるｐＨにおいては膨潤性樹脂皮膜２は絶縁基材
１に対する高い密着力を維持し、皮膜剥離工程におけるｐＨにおいては容易に膨潤性樹脂
皮膜２を剥離させることができる。
【００３６】
　さらに具体的には、例えば、後述する触媒被着工程が、例えば、ｐＨ１～３の範囲の酸
性触媒金属コロイド溶液中で処理する工程を備え、後述する皮膜剥離工程がｐＨ１２～１
４の範囲のアルカリ性溶液中で膨潤性樹脂皮膜を膨潤させる工程を備える場合には、前記
膨潤性樹脂皮膜は、前記酸性触媒金属コロイド溶液に対する膨潤度が２５％以下、さらに
は１０％以下であり、前記アルカリ性溶液に対する膨潤度が５０％以上、さらには１００
％以上、さらには５００％以上であるような樹脂皮膜であることが好ましい。
【００３７】
　このような膨潤性樹脂皮膜の例としては、所定量のカルボキシル基を有するエラストマ
ーから形成されるシートや、プリント配線板のパターニング用のドライフィルムレジスト
（以下、ＤＦＲとも呼ぶ）等に用いられる光硬化性のアルカリ現像型のレジストを全面硬
化して得られるシートや、熱硬化性やアルカリ現像型シート等が挙げられる。
【００３８】
　カルボキシル基を有するエラストマーの具体例としては、カルボキシル基を有するモノ
マー単位を共重合成分として含有することにより、分子中にカルボキシル基を有する、ス
チレン－ブタジエン系共重合体等のジエン系エラストマー；アクリル酸エステル系共重合
体等のアクリル系エラストマー；及びポリエステル系エラストマー等が挙げられる。この
ようなエラストマーによれば、サスペンジョン又はエマルジョンとして分散されたエラス
トマーの、酸当量，架橋度またはゲル化度等を調整することにより所望のアルカリ膨潤度
を有する膨潤性樹脂皮膜を形成することができる。エラストマー中のカルボキシル基はア
ルカリ水溶液に対して膨潤性樹脂皮膜を膨潤させて、絶縁基材表面から膨潤性樹脂皮膜を
剥離する作用をする。また、酸当量とは１当量のカルボキシル基当たりのポリマー重量で
ある。
【００３９】
　カルボキシル基を有するモノマー単位の具体例としては、（メタ）アクリル酸、フマル
酸、ケイ皮酸、クロトン酸、イタコン酸、及びマレイン酸無水物等が挙げられる。
【００４０】
　このようなカルボキシル基を有するエラストマー中のカルボキシル基の含有割合として
は、酸当量で１００～２０００、さらには１００～８００であることが好ましい。酸当量
が小さすぎる場合には、溶媒または他の組成物との相溶性が低下することにより、めっき
前処理液に対する耐性が低下する傾向がある。また、酸当量が小さすぎる場合には、アル
カリ水溶液に対する剥離性が低下する傾向がある。
【００４１】
　また、エラストマーの分子量としては、１万～１００万、さらには、２万～６万である
ことが好ましい。エラストマーの分子量が大きすぎる場合には剥離性が低下する傾向があ
り、小さすぎる場合には粘度が低下するために膨潤性樹脂皮膜の厚みを均一に維持するこ
とが困難になるとともに、めっき前処理液に対する耐性も悪化する傾向がある。
【００４２】
　また、ＤＦＲとしては、所定量のカルボキシル基を含有する、アクリル系樹脂；エポキ
シ系樹脂；スチレン系樹脂；フェノール系樹脂；ウレタン系樹脂等を樹脂成分とし、光重
合開始剤を含有する光硬化性樹脂組成物のシートが用いられうる。このようなＤＦＲの具
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体例としては、特開2000-231190号公報、特開2001-201851号公報、特開平11-212262号公
報に開示されたような光重合性樹脂組成物のドライフィルムを全面硬化させて得られるシ
ートや、アルカリ現像型のＤＦＲとして市販されている、例えば、旭化成工業（株）製の
UFGシリーズ等が挙げられる。
【００４３】
　さらに、その他の膨潤性樹脂皮膜の例としては、カルボキシル基を含有する、ロジンを
主成分とする樹脂（例えば、吉川化工（株）製の「NAZDAR229」）やフェノールを主成分
とする樹脂（例えば、LEKTRACHEM社製「104F」）等が挙げられる。
【００４４】
　膨潤性樹脂皮膜は、絶縁基材表面に樹脂のサスペンジョン又はエマルジョンを従来から
知られたスピンコート法やバーコーター法等の塗布手段を用いて塗布した後、乾燥する方
法や、支持基材に形成されたＤＦＲを真空ラミネーター等を用いて絶縁基材表面に貼りあ
わせた後、全面硬化することにより容易に形成することができる。
【００４５】
　膨潤性樹脂皮膜２の厚みとしては、１０μｍ以下、さらには５μｍ以下であり、０．１
μｍ以上、さらには１μｍ以上であることが好ましい。前記厚みが厚すぎる場合は、微細
な回路溝を形成する際に精度が低下する傾向があり、前記厚みが薄すぎる場合は、均一な
膜厚の皮膜を形成しにくくなる傾向がある。
【００４６】
　次に、図１（Ｂ）に示すように、膨潤性樹脂皮膜２が形成された絶縁基材１に前記皮膜
の厚み分または該厚み分を超える深さを有する、所定の回路パターンの回路溝を形成する
。また、必要に応じて貫通孔４を形成するための穴あけを行う（回路溝形成工程）。
【００４７】
　回路溝の幅は、特に限定されないが、レーザー加工を用いた場合には、線幅２０μｍ以
下のような微細な回路をも容易に形成することができる。このような微細な回路を形成す
ることにより、高精度の加工が要求されるアンテナ回路等を容易に形成することができる
。
【００４８】
　また、回路溝形成工程においては、前記膨潤性樹脂皮膜２を通過して絶縁基材１に絶縁
層間の導通をとるための貫通孔を形成することが、配線基材を複数層重ねるときのビアホ
ールやインナービアホールに用いられうる孔を回路溝３の形成の際に形成することができ
、形成された孔に無電解メッキすることにより、層間の導通をとるためのビアホールやイ
ンナービアホールを容易に形成できる点から好ましい。
【００４９】
　回路溝３を形成するための加工方法は特に限定されず、レーザー加工やダイシング加工
による切削加工や型押加工等が用いられる。微細な回路溝を精度よく形成するためには、
レーザー加工が好ましい。レーザー加工によれば、レーザーのパワーを変化させることに
より、回路溝の深さ等を自由に調整することができる。また、型押加工には、ナノインプ
リントの分野において用いられるような微細型等が好ましく用いられうる。
【００５０】
　回路溝形成加工においては、絶縁基材１上において、回路や電極、ビアホールやインナ
ービアホール等の導通層を形成したい部分のみの膨潤性樹脂皮膜２を選択的に除去するこ
とにより、後述する無電解メッキ処理工程により無電解メッキ膜６が形成される部分であ
る金属触媒５が被着する領域が規定される。
【００５１】
　次に、図１（Ｃ）に示すように、回路溝３及び貫通孔４が形成された表面及び回路溝３
及び貫通孔４が形成されなかった膨潤性樹脂皮膜２の表面全体に触媒金属（メッキ触媒）
５を被着させる（触媒被着工程）。
【００５２】
　触媒金属５は、後述するメッキ処理工程において、触媒活性化した部分のみに無電解メ
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ッキ膜を充分且つ効果的に形成されるために付与される触媒またはその前駆体であり、無
電解メッキ用の触媒として知られたものであれば特に限定なく用いられうる。その具体例
としては、例えば、金属パラジウム（Ｐｄ）、白金（Ｐｔ）、銀（Ａｇ）等、または、こ
れらを生成させるような前駆体等が挙げられる。
【００５３】
　触媒金属５を被着させる方法としては、例えば、ｐＨ１～３の酸性条件下で処理される
酸性Ｐｄ－Ｓｎコロイド溶液で処理した後、酸溶液で処理するような方法が挙げられる。
具体的には次のような方法が挙げられる。
【００５４】
　はじめに、回路溝３及び貫通孔４が形成された絶縁基材１の表面に付着している油分等
を界面活性剤溶液（クリーナー・コンディショナー）中で所定の時間湯洗する。次に、必
要に応じて、過硫酸ナトリウム－硫酸系のソフトエッチング剤でソフトエッチング処理す
る。そして、pＨ１～２の硫酸水溶液や塩酸水溶液等の酸性溶液中でさらに酸洗する。そ
して、濃度０．１％程度の塩化第一錫水溶液等を主成分とするプリディップ液に浸漬して
絶縁基材１表面に塩化物イオンを吸着させるプリディップ処理を行う。その後、塩化第一
錫と塩化パラジウムを含む、ｐＨ１～３の酸性Ｐｄ－Ｓｎコロイド等の酸性触媒金属コロ
イド溶液にさらに浸漬することによりＰｄ及びＳｎを凝集させて吸着させる。そして、吸
着したＰｄ及びＳｎとの間で酸化還元反応（ＳｎＣｌ2＋ＰｄＣｌ2→ＳｎＣｌ4＋Ｐｄ↓)
をさせることにより金属パラジウムを形成させる。
【００５５】
　なお、酸性触媒金属コロイド溶液としては、公知の酸性Ｐｄ－Ｓｎコロイドキャタリス
ト溶液等が使用でき、酸性触媒金属コロイド溶液を用いた市販のメッキプロセスを用いて
もよい。このようなプロセスは、例えば、ローム＆ハース電子材料（株）からシステム化
されて販売されている。
【００５６】
　このようなメッキ被着処理により、図１（Ｃ）に示すように、回路溝３や貫通孔４の表
面及び膨潤性樹脂皮膜２の表面に触媒金属５を被着させることができる。
【００５７】
　次に、図１（Ｄ）に示すように、膨潤性樹脂皮膜２を所定の液体で膨潤させることによ
り絶縁基材１表面から膨潤性樹脂皮膜２を剥離させる（皮膜剥離工程）。この工程によれ
ば、絶縁基材１表面を被覆する膨潤性樹脂皮膜２を剥離することにより、回路溝形成工程
において、形成された回路溝３や貫通孔４の表面の触媒金属５のみを絶縁基材１に残留さ
せ、それ以外の回路溝が形成されなかった表面（膨潤性樹脂皮膜２の表面）に被着された
触媒金属５を膨潤性樹脂皮膜２に担持した状態で除去することができる。
【００５８】
　膨潤性樹脂皮膜２を膨潤させる膨潤液としては、絶縁基材１、膨潤性樹脂皮膜２及び触
媒金属５を実質的に分解または溶解させることなく、膨潤性樹脂皮膜２を膨潤、好ましく
は膨潤度５０％以上になるように膨潤させうる液体であれば特に限定なく用いられうる。
このような膨潤液は、膨潤性樹脂皮膜２の種類や厚みにより適宜選択することができる。
【００５９】
　なお、触媒被着工程において上述したような酸性条件で処理するメッキプロセスを用い
た場合には、膨潤性樹脂皮膜２が、酸性条件下においては膨潤度が１０％以下であり、ア
ルカリ性条件下では膨潤度が５０％以上であるような、例えば、ジエン系エラストマー、
アクリル系エラストマー、及びポリエステル系エラストマーのようなエラストマーから形
成されていることが好ましい。このような膨潤性樹脂皮膜は、ｐＨ１２～１４であるよう
なアルカリ水溶液、例えば、１～１０％程度の濃度の水酸化ナトリウム水溶液等により容
易に膨潤し、剥離する。なお、剥離性を高めるために、浸漬中に超音波照射してもよい。
また、必要に応じて軽い力で引き剥がすことにより剥離してもよい。
【００６０】
　次に、図１（Ｅ）に示すように、触媒金属５が残留する部位のみに無電解メッキ膜６を
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形成する（メッキ処理工程）。このような工程により、所定の回路パターンを形成したい
部分、すなわち、触媒金属５が被着された部分のみに無電解メッキ膜６を析出させること
ができる。
【００６１】
　無電解メッキ処理の方法としては、回路パターンを形成したい部分のみに触媒金属５が
被着された絶縁基板１を無電解めっき液に浸漬し、触媒金属５が被着された部分のみに無
電解メッキ膜６を析出させるような方法が用いられうる。
【００６２】
　無電解メッキに用いられる金属としては、Ｃｕ（銅）、Ｎｉ（ニッケル）、Ｃｏ（コバ
ルト）、Ａｌ（アルミニウム）等が挙げられる。これらの中では、Ｃｕを主成分とするメ
ッキが導電性に優れている点から好ましく、また、Ｎｉを含む場合には耐食性や、はんだ
等との密着性に優れている点等から好ましい。
【００６３】
　形成される無電解メッキ膜６の膜厚は、特に限定されないが、０．１～１０μｍ、さら
には１～５μｍ程度であることが好ましい。
【００６４】
　このようなメッキ処理工程により、絶縁基材１表面の、回路を形成したい部分、すなわ
ち、触媒金属５が被着された部分のみに無電解メッキ膜６を析出させることができる。そ
して、このような方法により形成される無電解メッキ膜６においては、回路を形成したい
部分のみに触媒金属が被着され、それ以外の部分の触媒金属５は膨潤性樹脂皮膜２の剥離
により除去されている。そのために、回路を形成したい部分のみに正確に無電解メッキか
らなる導電層を形成させることができる。従って、余計な部分への無電解メッキ膜の析出
を抑制することができるために、例えば、狭いピッチ間隔で線幅が狭いような微細な回路
を複数本形成するような場合でも、隣接する回路間に不要なメッキ残りがなく、そのため
に、短絡の発生やマイグレーションの発生を抑制することができる。
【００６５】
　なお、上述した配線基材の製造方法においては、膨潤性樹脂皮膜２に蛍光性物質を含有
させることにより、皮膜剥離工程の後、検査対象面に紫外光や近紫外光を照射することに
よる蛍光性物質からの発光を用いて皮膜剥離不良を検査することができる。本実施形態の
製造方法においては、配線幅及び配線間隔が極端に小さい金属配線を形成することができ
る。このような場合においては、例えば、図２の絶縁基材１表面に形成された回路８の上
面拡大図における膨潤性樹脂皮膜２の残渣２ａとして示したように、隣接する金属配線間
の樹脂皮膜が完全に除去されずに残留することが懸念される。金属配線間に膨潤性樹脂皮
膜２の残渣２ａが残留した場合には、その部分にメッキ膜が形成されてしまい、マイグレ
ーションや短絡の原因になりうる。このような場合、膨潤性樹脂皮膜２に蛍光性物質を含
有させ、皮膜除去工程の後、皮膜除去面に所定の発光源を照射して皮膜が残留している部
分のみを蛍光性物質により発光させることにより、皮膜除去不良の有無や皮膜除去不良の
箇所を検査することができる。
【００６６】
　本検査工程に用いられる膨潤性樹脂皮膜２に含有させうる蛍光性物質は、所定の光源に
より光を照射することにより発光特性を示すものであればとくに限定されない。その具体
例としては、例えば、Fluoresceine、Eosine、Pyronine G等が挙げられる。
【００６７】
　本検査工程により蛍光性物質からの発光が検出された部分は、膨潤性樹脂皮膜２の残渣
２ａが残留する部分である。従って、発光が検出された部分を除去することにより、その
部分にメッキ膜が形成されることを抑制できる。これにより、マイグレーションや短絡の
発生を未然に抑制することができる。
【００６８】
　このような工程を経て、図１（Ｅ）に示すような配線基材１０が形成される。
【００６９】



(12) JP 2010-50435 A 2010.3.4

10

20

30

40

50

　なお、上述した本発明に係る製造方法を用いれば、回路溝形成工程において、膨潤性樹
脂皮膜２の厚みよりも深い回路溝を形成することにより、絶縁基材１に所定の深さを有す
る回路溝３を形成することができる。そして、絶縁基材１に所定の深さを有する回路溝３
を形成することにより、図３に示すように絶縁基材の深い部分に回路となる無電解メッキ
膜６ａを形成したり、複数の導電層間で互いに深さの異なる位置（例えば、図３中の６ａ
と６ｂ）に回路を形成したりすることもできる。また、図３の６ｃ，６ｄに示すように、
絶縁基材１において所定の深さを有する回路溝を形成した後に、回路溝を無電解メッキに
より埋設するように回路を形成した場合には断面積が大きい回路を容易に形成することが
できるために、回路の電気容量を増加させることができる点から好ましい。
【００７０】
　（第二実施形態）
　第一実施形態では、平面の絶縁基材上に回路を形成する方法を説明したが、本発明の方
法は、特に、段差状の立体面を有するような三次元形状の絶縁基材にも、正確な回路形成
ができる。
【００７１】
 本実施形態の三次元形状の絶縁基材５１に回路を形成する方法を、図面を参照しながら
説明する。
【００７２】
　図４（Ａ）～（Ｅ）はそれぞれ、本実施形態の三次元形状の絶縁基材５１に回路を形成
する方法の各工程を説明するための模式断面図である。
【００７３】
　本実施形態においては、図４（Ａ）に示すように、はじめに、段差部分を有する立体絶
縁基材５１の表面に膨潤性樹脂皮膜２を形成する。
【００７４】
　立体絶縁基材５１としては、従来から知られた立体回路基板の製造に用いられうるよう
な各種樹脂成形体が特に限定なく用いられうる。このような成形体は射出成形により得る
ことが、生産効率の点から好ましい。樹脂成形体を得るための樹脂材料の具体例としては
、例えば、ポリカーボネート樹脂、ポリアミド樹脂、各種ポリエステル樹脂、ポリイミド
樹脂、ポリフェニレンスルフィド樹脂等が挙げられる。
【００７５】
　膨潤性樹脂皮膜２の形成方法は、特に限定されない。具体的には、例えば、立体絶縁基
材５１の段差面に膨潤性樹脂皮膜２を形成するための液状材料を塗布した後、乾燥させる
方法が挙げられる。塗布する方法は特に限定されない。具体的には、従来から知られたス
ピンコート法、バーコーター法、スプレー法、静電塗装、電着塗装等が特に限定なく用い
られうる。
【００７６】
　次に、図４（Ｂ）に示すように、形成された膨潤性樹脂皮膜２の外表面側から、例えば
レーザーを用いて所定部分の膨潤性樹脂皮膜２のみを除去することにより、所定パターン
の回路溝３を形成する。回路溝３を形成する方法は特に限定されない。
【００７７】
　このように所定の回路パターンに従って回路溝３を形成することにより、回路形成され
る部分が規定される。
【００７８】
　次に、図４（Ｃ）に示すように、回路溝３が形成された表面及び回路溝３が形成されな
かった表面の全体に金属触媒５が被着される（触媒被着工程）。このような触媒被着処理
により、図４（Ｃ）に示すように、回路溝３の表面、及び膨潤性樹脂皮膜２の表面に金属
触媒５を被着させることができる。
【００７９】
　次に、図４（Ｄ）に示すように、膨潤性樹脂皮膜２を所定の液体で膨潤させ、立体絶縁
基材５１の表面から剥離する（皮膜剥離工程）。この工程によれば、立体絶縁基材５１の
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段差面の回路形成したい部分のみに金属触媒５を残留させることができる。
【００８０】
　そして、図４（Ｅ）に示すように、金属触媒５が残留する部位のみに無電解メッキ膜６
を形成する（メッキ処理工程）。このような工程により、回路溝３が形成された部分のみ
に無電解メッキ膜６が析出する。
【００８１】
　このような工程を経て、図４（Ｅ）に示すような三次元形状の絶縁基材５１に回路６が
形成された立体回路基板６０が形成される。本実施形態の回路形成方法によれば、立体回
路基板の段差部を有する面にも、正確且つ容易に回路形成することができる。
【実施例】
【００８２】
　（実施例１）
　厚み１００μｍのエポキシ樹脂基材（パナソニック電工（株）製のＲ１７６６）表面に
スピンコート法を用いて、スチレン－ブタジエン共重合体（ＳＢＲ）のメチルエチルケト
ン（ＭＥＫ）サスペンジョン（日本ゼオン（株）製、酸当量６００、粒子径２００ｎｍ、
固形分１５％）を塗布し、８０℃で３０分間乾燥することにより、２μｍ厚の樹脂皮膜を
形成した。
【００８３】
　そして、上記樹脂皮膜が形成されたエポキシ樹脂基材に対して、レーザー加工により幅
２０μｍ、深さ３０μｍの略長方形断面を有する所定形状の回路溝の形成を行った。なお
、レーザー加工にはＵＶ－ＹＡＧレーザーを備えたＥＳＩ社製のＭＯＤＥＬ５３３０を用
いた。
【００８４】
　次に、回路溝が形成されたエポキシ樹脂基材をクリーナーコンディショナー（界面活性
剤溶液、ｐＨ＜１：ローム＆ハース電子材料（株）製Ｃ／Ｎ３３２０）中に浸漬し、その
後、水洗した。そして、過硫酸ナトリウム－硫酸系のｐＨ＜１のソフトエッチング剤でソ
フトエッチング処理した。そして、水洗後、ＰＤ４０４（シプレイ・ファーイースト（株
）製、ｐＨ＜１）を用いてプリディップ工程を行った。そして、塩化第一錫と塩化パラジ
ウムを含むｐＨ１の酸性Ｐｄ－Ｓｎコロイド溶液（ＣＡＴ４４、シプレイ・ファーイース
ト（株）製）に浸漬することにより、無電解銅メッキの核となるパラジウムをスズ－パラ
ジウムコロイドの状態でエポキシ樹脂基材に吸着させた。
【００８５】
　次に、ｐＨ＜１のアクセレータ薬液（ＡＣＣ１９Ｅ、シプレイ・ファーイースト（株）
製）に浸漬することにより、パラジウム核を発生させた。そして、エポキシ樹脂基材を、
ｐＨ１４の５％水酸化ナトリウム水溶液中に超音波処理しながら１０分間浸漬した。これ
により、表面のＳＢＲ皮膜は膨潤し、きれいに剥離された。このとき、エポキシ樹脂基材
表面にＳＢＲ皮膜の断片等が残っていなかった。そして、エポキシ樹脂基材を無電解メッ
キ液（ＣＭ３２８Ａ，ＣＭ３２８Ｌ、ＣＭ３２８Ｃ、シプレイ・ファーイースト（株）製
）に浸漬させて無電解銅メッキ処理を行った。
【００８６】
　無電解銅メッキ処理により、厚み５μｍの無電解銅メッキ膜が析出した。無電解銅メッ
キ処理されたエポキシ基材表面をＳＥＭ（走査型顕微鏡）により観察したところ、回路溝
が形成された部分のみに、正確に無電解メッキ膜が形成されていた。
【００８７】
　なお、アルカリ性条件及び酸性条件における膨潤性樹脂皮膜の膨潤度は、以下のように
求めた。
【００８８】
　離型紙上に膨潤性樹脂皮膜を形成するために塗布したＳＢＲサスペンジョンを塗布し、
８０℃で３０分間乾燥した。これにより２μｍ厚の樹脂皮膜を形成した。そして、形成さ
れた皮膜を強制的に剥離することにより、試料を得た。
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　そして、得られた試料０．０２ｇ程度を秤量した。このときの試料重量を膨潤前重量ｍ
（ｂ）とする。そして、秤量された試料を２０±２℃の水酸化ナトリウム５％水溶液（ｐ
Ｈ１４）１０ｍｌ中に１５分間浸漬した。また、別に採取した試料を同様にして、２０±
２℃の塩酸５％水溶液（ｐＨ１）１０ｍｌ中に１５分間浸漬した。
【００９０】
　そして、それぞれ、遠心分離器を用いて１０００Gで約１０分間遠心分離処理を行い、
試料に付着した水分等を除去した。そして、遠心分離後の膨潤した試料の重量を測定し、
膨潤後重量ｍ（a）とした。それぞれ得られた、膨潤前重量ｍ(b)及び膨潤後重量ｍ(a)か
ら、「膨潤度ＳＷ＝（ｍ(a)－ｍ(b)）／ｍ(b)×１００（%）」の式から、膨潤度を算出し
た。なお、その他の条件は、ＪＩＳ　Ｌ１０１５　８．２７（アルカリ膨潤度の測定方法
）に準じて行った。
【００９１】
　このとき、ｐＨ１４の水酸化ナトリウム５％水溶液に対する膨潤度は７５０％であった
。一方、ｐＨ１の塩酸５％水溶液に対する膨潤度は３％であった。
【００９２】
　以上のように、本発明に係る方法を用いれば、膨潤性樹脂皮膜を剥離することにより、
基材表面の特定の部分のみに触媒金属を被着させることができる。従って、触媒金属を被
着した部分にのみ正確に無電解メッキ膜が形成される。また、膨潤性樹脂皮膜は膨潤作用
により容易に剥離させることができるために、剥離工程も容易かつ正確に行うことができ
ることがわかる。
【符号の説明】
【００９３】
　１，１００　絶縁基材
　２　膨潤性樹脂皮膜
　２ａ　膨潤性樹脂皮膜の残渣
　３　回路溝
　４　貫通孔
　５　触媒金属
　６，６ａ～６ｄ，無電解メッキ膜
　８　回路
　１０　配線基材
　５１　三次元形状の絶縁基材
　１０１　貫通孔
　１０２　触媒金属
　１０３フォトレジスト層
　１０４　導電層
　１０５　不要部
　１１０　フォトマスク
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